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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行状況（令和４年）の詳細 

 

１ 制度の概要 

 バーゼル法に基づく特定有害廃棄物等を輸出しようとする者は、同法第４条

第１項の規定に基づき「外国為替及び外国貿易法」（以下「外為法」という。）

第 48 条第３項の規定による経済産業大臣の輸出承認を受ける必要がありま

す。環境大臣は、輸出承認に先立ち、バーゼル法第４条第３項の規定に基づき

環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているかどうかの確認を

行っています（注１）。また、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う場合

は、バーゼル法第６条第１項の規定に基づき、輸出移動書類を携帯する必要が

あります。 

一方、特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、バーゼル法第８条第１項

の規定に基づき外為法第 52 条の規定による経済産業大臣の輸入承認を受ける

必要があります。その際に、環境大臣は、バーゼル法第８条第２項の規定に基

づき環境の汚染を防止するために必要がある場合は意見を述べることができ

ることとなっています。また、輸入された特定有害廃棄物等の運搬又は処分を

行う場合は、バーゼル法第 10 条第１項の規定に基づき、輸入移動書類を携帯

する必要があります。 

 これらバーゼル法の施行状況については、毎年取りまとめて公表することと

しており、今般、令和４年１月から 12 月の施行状況について取りまとめまし

た。 

 

２ 令和４年における特定有害廃棄物等の輸出の状況 

（１）特定有害廃棄物等の輸出において、移動書類を交付した案件の主な品目
は、プラスチック、銅くず、石炭灰で、プラスチックの再生または回収、金
属回収などを目的とするものでした。また、主な輸出先は、台湾、韓国、ベ
ルギーでした。 

 
 
（２）輸出の状況について、輸出手続の段階別に整理すると以下のとおりです。 
 ① 輸出承認の申請を受け、環境省から輸出先国に対する事前通告を行った

特定有害廃棄物等は 70 件で、その輸出予定量は、540,893 トン（令和３年
は、43件、402,661トン）でした。 

② 相手国からの輸入同意の回答を得て、経済産業大臣が輸出の承認を行っ
た特定有害廃棄物等は 61件（注２）で、その総量は 409,638トン（令和３
年は、41件、417,366トン）でした。 

③ 輸出の承認を得た特定有害廃棄物等のうち、経済産業大臣が輸出移動書
類の交付をしたものは、653件（注３、注４）で、その総量は、228,704ト
ン（令和３年は、326件、95,386トン）でした。 

 



 

 

（３）バーゼル法施行以降の特定有害廃棄物等の輸出量（輸出移動書類に記入さ
れた量）及び輸出の件数（輸出移動書類の交付件数）の推移は別添２のとお
りです。 

 

３ 令和４年における特定有害廃棄物等の輸入の状況 
（１）特定有害廃棄物等の輸入において、移動書類を交付した案件の主な品目

は、金属含有スラッジ、電子部品スクラップで、金属回収など再生利用を目
的とするものでした。また、主な輸入元は、タイ、台湾、フィリピンでした。 

 
（２）輸入の状況について、輸入手続の段階別に整理すると以下のとおりです。 
 ① 相手国から我が国への輸出についての事前通告を受領した特定有害廃棄

物等は 60件で、その輸入予定量は 30,707トン（令和３年は、62件、23,357
トン）でした。 

 ② 輸入者からの輸入承認の申請により経済産業大臣が輸入承認を行い、環
境省から相手国に対し輸入同意の回答を行った特定有害廃棄物等は 31 件
（注５）で、その総量は、19,692トン（令和３年は、27件、10,940トン）
でした。 

 ③ 輸入の承認を得た特定有害廃棄物等のうち、経済産業大臣が輸入移動書
類を交付したものは 96 件（注３、注６、注７）で、その総量は、2,630 ト
ン（注７）（令和３年は、73件（注７）、1,776トン（注７））でした。 

 
（３）バーゼル法施行以降の特定有害廃棄物等の輸入量（輸入移動書類に記入さ

れた量）及び輸入の件数（輸入移動書類の交付件数）の推移は別添３のとお
りです。 

 

４ 令和４年におけるバーゼル法に基づく行政処分等の状況 

 バーゼル法第 18 条に基づく報告徴収及び第 17 条に基づく措置命令の実施

件数は次のとおりでした。 

○ 報告徴収件数 ０件（０件） 

○ 措置命令発出件数 ０件（０件） 

  ※（ ）内は、令和３年実績 

なお、輸出先国からバーゼル条約に基づく不法取引通報があった案件や、税

関から不法輸出入の疑義貨物に係る通報があった案件等については、環境省及

び経済産業省は税関と連携の上、必要に応じて貨物確認や輸出入業者へのヒア

リング等を行い、法令に違反していることが判明した場合には法令に基づく処

分や行政指導を行う等厳正に対処することとしています。 

 

 

 

 

 



 

 

（参考：一覧表） 

我が国からの輸出について 我が国への輸入について 

手続 件数 記載重量 手続 件数 記載重量 

相手国への 

通告 

70件 

（43） 

540,893トン 

（402,661） 

相手国からの

通告 

60件 

（62） 

30,707トン 

（23,357） 

輸出の承認 

（注２） 

61件 

（41） 

409,638トン 

（417,366） 

輸入の承認 

（注５） 

31件 

（27） 

19,692トン 

（10,940） 

輸出移動書類

の交付 

（注３、注４） 

653件 

（326） 

228,704トン 

（95,386） 

輸入移動書類

の交付 

（注３、注６） 

96件 

（73） 

2,630トン 

（1,776） 

    （ ）内は、令和３年実績 

注１： 「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則」第１条で定める

地域を仕向地とする同施行規則第２条で定める特定有害廃棄物等の輸出の場合

に限ります。 

 

注２： 令和４年に輸出承認を行ったものであり、令和３年以前に事前通告を行ったも

のを含みます。 

 

注３： 一定期間の輸出入に関して一括して事前通告又は輸出入の承認がなさ

 れたものであって、複数回に分けて輸出入される場合にあっては、通告

 及び輸出入承認の件数と移動書類の交付の件数とは一致しません。 

 

注４： 令和４年に輸出移動書類の交付を行ったものであり、令和３年以前に輸出の承

認を行ったものを含みます。 

 

注５： 令和４年に事前通告を受領したものであり、令和３年以前に事前通告を受領し

たものを含みます。 

 

注６： 令和４年に輸入移動書類の交付を行ったものであり、令和３年以前に輸入承認

を行ったものを含みます。 

 

注７： 令和元年及び２年の報道発表は、相手国への通告及び輸出の承認、並びに相手

国からの通告及び輸入の承認の件数及び記載重量は、抽出対象を発表対象年以

前も含む方式としていましたが、令和３年の発表からは、発表対象年のみとす

る従来の抽出方式に変更しています。 


